

企業版ふるさと納税寄附申出書

　　年　　月　　日

（宛先）愛知県刈谷市長

	本社所在地
	〒


	法人名
	

	代表者職・氏名
	

	法人番号
	



刈谷市で実施する「刈谷市まち・ひと・しごと創生推進事業」を応援するため、下記のとおり寄附することを申し出ます。
記

１　寄附申出額　　金　　　　　　　　　　　円
　　物品の場合、併せてご記入ください※1
品名　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　　　　
単価※2　　　　　　　　　円
※１ 品目が複数になる場合は、それぞれの品名、数量及び単価がわかる資料（物品の価額の根拠となる資料を含む）を添付してください。
※２ 寄附時点におけるその物品の価額とされ、当該価額は、第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額によることとされています。価額の根拠となる資料を参考として添付してください。

２　寄附金の活用を希望する事業（いずれかに○印をお願いします。）
	
	若い世代や子育て世代への支援事業

	
	魅力ある働く場の創出事業

	
	にぎわいの創出事業

	
	誰もが活躍できる社会の形成事業

	
	安全に暮らし続けられる環境の整備事業



※活用を希望される具体的な事業がありましたら、ご記入ください。
	



３　刈谷市ホームページ等に公表する内容（いずれかに○印をお願いします。）
	
	法人名（所在地、Webサイトトップページへのリンク）、寄附金額（活用事業）

	
	法人名（所在地、Webサイトトップページへのリンク）

	
	公表しない（匿名）



４　本件に関する貴社のお問い合わせ先（ご担当者様）
	氏名／部署名
	
	／
	

	電話番号／E-mail
	
	／
	


（裏面へ続く）


５　誓約事項
	確認欄
	ア　青色申告法人であり、本社が刈谷市外、かつ寄附額10万円以上です。
イ　寄附による自治体からの経済的利益供与を求めず、行政の中立性を損ないません。
ウ　（物品寄附の場合）提供物品が公序良俗に反して調達されたものではありません。
エ　暴力団※１（暴力団員※２含む）又は反社会的勢力に該当しないこと及び暴力団（暴力団員含む）又は反社会的勢力と密接な関係を有する者ではなく、不当な要求行為を行いません。
※１暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団を　いう。
※２同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

		



※刈谷市外に本社がある法人様に限り、税額控除を受けることが可能です。
※寄附金の受領後、税額控除に必要な受領証を送付いたします。

	【企業版ふるさと納税に関するお問い合わせ】
〒448-8501　愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地　刈谷市役所企画財政部企画政策課
TEL：0566-95-0003　FAX：0566-23-1105　E-mail：kikaku@city.kariya.lg.jp



